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【預り金】
あずかりきん

現金で返済（支払）すべき一時的な預り

金。

職員の給与から引いた所得税や住民税、

会計年度任用職員の社会保険料（本人負担

分）、下水道使用料の還付未済金（使用者か

らの請求待ち）などが計上される。

【維持管理費】
い じ か ん り ひ

日常の下水道施設の維持管理に要する経

費のうち、資本費（減価償却費、支払利息）

を除いた額。

職員給与費、流域下水道維持管理負担金、

企業団への賦課徴収委託料、修繕費などが

含まれる。

【一時借入金】
い ち じ かりいれきん

年度途中における収支時期のくいちがい

による一時的な資金不足を補い、予算内の

支出をするために借り入れるもの。

（原則としてその事業年度内に返済しなけ

ればならないが、資金不足等のため返済で

きない場合は、その返済できない額を限度

として年度末に借り換えることができる。

なお、予算書に定める一時借入金の限度

額は、当該事業年度に借り入れる一時借入

金の最高限度額を規定するものであり、当

該事業年度内の一時借入金の累積総額では

ない。）

【1年基準】（＝ワン・イヤー・ルール）
いちねんきじゅん

年度末（貸借対照表日）から1年以内に

回収（現金化）や支払いができるかどうか

によって、流動資産（負債）、固定資産（負

債）に分類する会計上の基本ルール。

【一般会計繰入金】
いっぱんかいけいくりいれきん

地方公営企業法第17条の2の「経費負

担の原則」の規定に基づき、下水道使用料

を充てることが適当でない経費等について、

一般会計から下水道事業会計に繰り入れる

もの。

毎年、総務省より示される繰出基準によ

るもの（＝基準内）と、それ以外の政策的

経費によるもの（＝基準外）とに分類され

る。

【一般会計繰出基準】
いっぱんかいけいくりだしきじゅん

一般会計（公費）が負担すべき経費の算

定基準。

毎年4月に総務省から通知が出され、こ

の基準に基づく繰入金は、基準内繰入金と

される。

【雨水公費・汚水私費の原則】
う す い こ う ひ お す い し ひ げんそく

「雨水公費」とは、雨水が自然現象によ

るものであり、雨水対策をすることは浸水

などの被害を防ぎ、その受益が広く市民に

及ぶことから、その経費は公費（税金）で

まかなうという考えのことをいう。

「汚水私費」とは、汚水が日常生活や生

産活動によって生じるもので、下水道の使

用者がどれだけの量の汚水を排出したかを

測定できることから、排出量に応じて下水

道使用料を徴収し、その収入で汚水処理の

ための費用をまかなうという考えのことを

いう。

（（財）日本都市センターに設置された下水

道財政研究委員会において5回（昭和36

年～昭和 60年）にわたり提言され、現在

の一般会計繰出基準の大原則とされてい

る。）
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【雨水処理に要する経費】
う す い し ょ り よう け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

雨水施設に係る資本費（減価償却費、支

払利息）と維持管理費（雨水幹線のしゅん

せつ委託料、修繕費など）に相当する額を

一般会計から繰り入れるもの。

なお、小倉第２雨水貯留施設用地（土地）

については、減価償却費が発生しないため、

当該起債に係る元金償還金を一般会計から

繰り入れている（平成３０年度～令和２５

年度）。

【営業外収益】
えいぎょうがいしゅうえき

預貯金などから生じる受取利息など、金

融財務活動その他主たる営業活動以外の原

因から生じる収益。

その他、他会計補助金、長期前受金戻入、

雑収益が計上される。

【営業外費用】
えいぎょうがい ひ よ う

企業債の支払利息などの、金融財務活動

に伴う費用及び事業の経営活動以外の活動

によって生じる費用。

その他、過年度分の下水道使用料の還付

などの雑支出が計上される。

【営業収益】
えいぎょうしゅうえき

主たる営業活動から生じる収益。

下水道使用料、他会計負担金が計上され

る。

【営業循環基準】
えいぎょうじゅんかんきじゅん

通常の営業活動で発生する未収金、未払

金などは、現金化されるまでの期間が1年

を超えるものであっても、流動資産（負債）

に分類するという考え。

この基準で判断できないものについて、

1年基準（ワン・イヤー・ルール）が適用

され、「流動」と「固定」が分類される。

【営業費用】
えいぎょう ひ よ う

主たる営業活動のために生じる費用。

管渠費、業務費、流域下水道費、総係費、

減価償却費が計上される。

【汚水処理費】
お す い し ょ り ひ

汚水の処理をするために必要な維持管理

費及び資本費。

か行

【貸倒引当金】
かしだおれひきあてきん

直近3ヵ年における不納欠損率の平均値

を元に、下水道使用料の未収金のうち、回

収することが困難と見込まれる額を見積も

り、計上するもの。

不納欠損が生じた場合、貸倒引当金を取

り崩すこととなる。

【貸倒引当金繰入額】
かしだおれひきあてきんくりいれがく

貸倒引当金を計上するための費用。

年度末において必要な貸倒引当金を計上

するため、不足する差額を補充する意味合

いを持つ。

【管渠費】
か ん き ょ ひ

管渠（下水を収集し、排除するための配

水管、一般的に言われる「下水管」）の維持

補修に要する経費。修繕費（マンホール蓋

の高さ調整など）、雨水幹線や汚水管のしゅ

んせつ委託料などが計上される。
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【間接法】（キャッシュ・フロー計算書）
かんせつほう けいさんしょ

キャッシュ・フロー計算書の作成方法の

1つ。

損益計算書の当年度純利益に、現金収支

を伴わない収益、費用の調整などを行って、

キャッシュ・フロー（お金の流れ）を表示

する方法。

民間企業においても、多くが間接法を採

用しており、春日市においても間接法を採

用している。

（間接法を採用するメリットとして、損益

計算書や貸借対照表の数値をもとに作成で

きるため、作成が比較的容易であること、

4条資本的収支の補填財源の内訳が明示さ

れることなどが挙げられる。）

【間接法】（減価償却費）
かんせつほう げんかしょうきゃくひ

有形固定資産における減価償却費の計上

方法。

費用として借方に減価償却費を計上する

とともに、資産の減少額として、同じ金額

を減価償却累計額として貸方に計上する。

【官庁会計方式】
かんちょうかいけいほうしき

⇒【企業会計方式】参照

【機械及び装置】
き か い そ う ち

春日市下水道事業においては、ポンプ設

備（小倉第1雨水幹線揚水設備、日の出町

調整池）が計上される。

【期間損益計算】
き か ん そんえきけいさん

1事業年度という期間における事業の収

益と費用を把握して計算し、経営成績を明

らかにすること。

【企業会計方式】
きぎょうかいけいほうしき

地方公営企業法の適用事業における会計

方式を「企業会計方式」といい、資産、負

債及び資本の概念を持ち、発生主義による

複式簿記で経理される。春日市はこの方式

を採用している。

これに対して、地方公営企業法の非適用

事業における会計方式を「官庁会計方式」

という。資産、負債及び資本の概念がなく、

現金主義による単式簿記で経理される。

【起債】
き さ い

企業債を発行すること。

【企業債】
きぎょうさい

地方公共団体が、地方公営企業の建設、

改良等に要する資金に充てるために発行す

る地方債のこと。

地方公営企業法の適用事業において用い

られる用語で、非適用事業の場合には「地

方債」が用いられる。

【企業債明細書】
きぎょうさいめいさいしょ

貸借対照表に計上される企業債の内訳を

表したもの。

春日市では、償還済みの企業債を含め、

すべての企業債について発行年月日、償還

高、未償還残高、利率などを表示している。

【キャッシュ・フロー計算書】
けいさんしょ

1事業年度のお金の流れに関する報告書。

業務活動、投資活動、財務活動の3つに区

分して作成される。

発生主義会計に基づいて作成される損益

計算書で把握できない、現金の収入・支出

（お金の流れ）に関する情報を得ることが

できるとともに、3つの活動区分ごとのキ

ャッシュ・フローを見ることで、企業の経

営状況を確認することができる。
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【給与費明細書】
き ゅ う よ ひ めいさいしょ

予算において相対的に重要性が高い給与

費の予算の適正化を図るために、給与費の

内容（3条・4条）を一覧にし、その内訳

を明らかにするもの。

（地方自治法に規定する職員手当ではない

「児童手当」は、給与費明細書に含まない。）

【業務費】
ぎ ょ う む ひ

下水道使用料の賦課徴収に要する経費。

水道企業団への賦課徴収委託料、賦課徴

収に係る郵便料、印刷製本費などが計上さ

れる。

【組入資本金】
く み い れ し ほんきん

減債積立金を使用して企業債を償還した

場合に、その減債積立金相当額について、

条例の規定に基づき、自己資本金に組み入

れたもの。

その他、未処分利益剰余金を議会の議決

を経て、資本金に組み入れることもできる。

【繰替運用】
くりかえうんよう

財政上必要がある場合に、条例の規定に

基づき、特定の目的のために積み立てた基

金を一般会計や特別会計などの歳計現金に

繰り替えて運用すること。

平成27年度において、一時的な資金不

足が生じたため、春日市公共施設等整備基

金を下水道事業会計に繰り替えた。

【繰延収益】（＝長期前受金）
くりのべしゅうえき ちょうきまえうけきん

負債のうち、減価償却を行うべき固定資

産の取得または改良に充てるために交付を

受けた補助金等のこと。

取得した固定資産の減価償却費に対応す

る収益の前受金としての性質をもつ。

固定負債・流動負債が、後日、他人に対

して支払うべき金銭債務のことをいうのに

対し、繰延収益は、補助金等により取得又

は改良した固定資産の減価償却等を行う際

に、償却見合い分を順次収益化し、損益計

算書に計上することにより、減価償却費を

どのような財源で賄ったかを明確にしてい

くためのものであり、会計上の負債に過ぎ

ないものである。

【下水道に排除される下水の
げ す い ど う は い じ ょ げ す い

規制に関する事務に要する経費】
き せ い かん じ む よう け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

特定施設の水質検査手数料、総係費のうち

業務従事割合分（令和5年度：２％）など

を一般会計から繰り入れるもの。

【減価償却費】
げんかしょうきゃくひ

期間損益計算の考えから、固定資産の取

得費を各事業年度に配分し、固定資産の経

済的な価値の減少分として費用計上したも

の。（※土地は減価償却しない）

なお、減価償却の限度額について、有形

固定資産の場合は、帳簿原価の95％とさ

れており、無形固定資産の場合は全額減価

償却が可能である。

【減価償却累計額】
げんかしょうきゃくるいけいがく

減価償却費の累計であり、資産の経済的

な価値の減少分を表す。

【現金主義】⇒【発生主義】参照
げんきんし ゅ ぎ

【減債積立金】
げんさいつみたてきん

企業債の償還に充てるための積立金。

春日市下水道事業では、毎事業年度生じ

た利益（未処分利益剰余金）を、条例の規

定により減債積立金として積み立てている。
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【建設改良企業債】
けんせつかいりょうきぎょうさい

公共下水道事業債と流域下水道事業債の

ことをいう。

【建設仮勘定】
けんせつかりかんじょう

固定資産へ振り替える前の支出を整理す

るための勘定科目。

公共下水道費（4条予算）の年度中の支

出は、一旦、建設仮勘定に整理され、当該

年度に取得（完成）した構築物などの固定

資産へ年度末に振り替えられる。

貸借対照表に計上される建設仮勘定には、

主に翌年度以降の工事のために支出された

委託料（基本計画策定、実施設計など）が

計上される。

【建設仮勘定長期前受金】
けんせつかりかんじょうちょうきまえうけきん

建設仮勘定の財源（主に国庫補助金）。

【原単位】
げ ん た ん い

１人当たりの汚水排出量を表す。

原単位に水洗化人口を乗じることにより

有収水量を算出できるため、下水道使用料

の将来予測などに活用される。

【工具・器具及び備品】
こ う ぐ き ぐ び ひ ん

春日市下水道事業においては、管内調査

用カメラ、酸素ガス検知器などが計上され

る。

【構築物】
こうちくぶつ

春日市下水道事業においては、管渠（汚

水・雨水）、調整池などが計上される。

【高度処理】
こ う ど し ょ り

環境基準の達成等の目的のため、活性汚

泥法や標準散水ろ床法よりも高度に下水を

処理することができる方法により、下水を

処理すること。

【高度処理に要する経費】
こ う ど し ょ り よう け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

下水の高度処理に要する資本費及び維持

管理費に相当する額の2分の1を一般会計

から繰り入れるもの。

【固定資産】
こ て い し さ ん

資産のうち、通常の営業循環内になく、

1年以内に現金化されないもの。

【固定資産明細書】
こ て い し さ ん めいさいしょ

貸借対照表に記載された固定資産の内訳

を表したもの。税抜きで表示される。

【固定負債】
こ て い ふ さ い

負債のうち、返済（支払）期限が1年以

降に到来するもの。

【固有資本金】
こ ゆ う し ほ ん きん

地方公営企業法適用の際、資産の額から

負債の額を差し引いた残額のうち、国庫補

助金、工事負担金等として区分できないも

のであり、蓄積された剰余金として企業内

部に存在するもの。

さ行

【財政融資資金】
ざいせい ゆ う し し き ん

財政融資資金法の規定により、財務大臣

が管理、運用する資金。

地方債計画に計上された公的資金として

貸付を行う。

【３条予算】（＝収 益 的 収支）
さんじょう よ さ ん しゅうえきてきしゅうし
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1事業年度の経営活動に伴い発生が予定

されるすべての収益とそれに対応するすべ

ての費用をいう。

地方公営企業法施行規則別表5の予算書

様式第3条に規定されていることから、「3

条予算」という。

【残存価額】
ざんぞん か が く

耐用年数が経過した後に残る固定資産の

価額をいう。

有形固定資産については取得価額の

10％、無形固定資産については０円である。

【事業報酬】
じぎょうほうしゅう

企業債の元金償還金など、４条予算にお

ける不足額に充てられるものであり、維持

管理費、資本費と並び、下水道使用料の対

象経費とされる。

【資金不足比率】
しきん ふそく ひりつ

公営企業の経営状況を判断する比率をい

い、資金不足比率が経営健全化基準である

20％以上になると、経営健全化団体となり、

経営健全化計画を策定し、経営改善に取り

組む必要がある。

資金不足比率は資金の不足額（＝流動負

債－流動資産）を事業規模（＝下水道使用

料＋雨水処理負担金）で割って算出される。

ちなみに、春日市では資金不足比率は生

じていない。

【資産維持費】
しさん い じ ひ

将来の更新需要が新設当時と比較し、施

工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等に

より増大することが見込まれる場合に、使

用者負担の期間的公平等を確保する観点か

ら、実体資本を維持し、サービスを継続し

ていくために必要な費用として、適正かつ

効率的、効果的な中長期の改築計画に基づ

いて算定するもの。

【資本金】
し ほ ん きん

企業の総資産額から総負債額を差し引い

た残額であり、後日、企業外部に支払うべ

き額を差し引いた企業自身に帰属する財産

の額を示すもの。企業の「正味財産高」と

いうことができる。

固有資本金、繰入資本金、組入資本金に

分類される（春日市では繰入資本金はない）。

【資本剰余金】
し ほ ん じょうよきん

土地（＝償却資産以外の固定資産）の取

得に充てられる国庫補助金、受贈財産評価

額などをいう。

【資本的収支】（＝4 条予算）
し ほ ん て き しゅうし よんじょうよ さ ん

将来の経営活動に備えて行う建設改良及

びそれに係る企業債償還金等の支出とその

財源となる収入をいう。

支出の効果が翌事業年度以降に及び、将

来の収益に対応するものである。

地方公営企業法施行規則別表5の予算書

様式第4条に規定されていることから、「4

条予算」という。

【資本費】
し ほ ん ひ

下水道施設を建設するために借り入れた

企業債の支払利息、減価償却費及び資産維

持費。

【資本費平準化債】
し ほ ん ひ へいじゅんかさい

資本費にかかる世代間の公平化を図るた

めに借りる企業債。

企業債の元金償還期間が下水道施設の減

価償却期間より通常短いことから発生する

元金償還額と減価償却額との差額を後年度
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に繰り延べるために発行する。

【収益的収支】（＝ 3 条 予算）
しゅうえきてきしゅうし さんじょうよさん

1事業年度の企業の経営活動に伴い発生

が予定されるすべての収益とそれに対応す

るすべての費用をいう。

地方公営企業法施行規則別表5の予算書

様式第3条に規定されていることから、「3

条予算」という。

【収益費用明細書】
しゅうえき ひ よ う めいさいしょ

損益計算書の内訳を表したもの。

年度中の経営成績を表す損益計算書には、

勘定科目の「目」までが表示されるのに対

し、収益費用明細書では「節」まで表示さ

れ、経営成績を詳しく知ることができる。

【修繕引当金】
しゅうぜんひきあてきん

企業の所有する設備等について、毎事業

年度行われる通常の修繕が何らかの理由で

行われなかった場合において、その修繕に

備えて設けられる引当金をいう。

なお、数事業年度ごとに定期的に行われ

る特別の大修繕に備えるものは特別修繕引

当金という。

【受贈財産評価額】
じゅぞうざいさんひょうかがく

個人、開発業者などから寄付（贈与）を

受けた財産の評価額。

【取得価額】
しゅとく か が く

工事費（税抜き）に事務費や当該工事に

係る委託料、補償費などを加えた額。

【消費税資本的収支調整額】
しょうひぜい し ほ ん て き しゅうしちょうせいがく

（※正式には、消費税及び地方消費税資本的収支調整額）

補填財源の1つ。

資本的支出にかかる消費税額から資本的

収入にかかる消費税額（通常は0円）を差

し引いた額。

消費税の納税計算は、3条、4条合わせ

て、3条予算で執行するため、4条予算の

支出にかかる消費税分が、3条予算内（仮

受消費税）に留保される。

【剰余金】
じょうよきん

正味財産額のうち資本金額を超過した部

分であり、源泉は資本剰余金と利益剰余金

に分類される。（【資本剰余金】【利益剰余金】

参照）

【剰余金計算書】
じょうよきんけいさんしょ

1年間の剰余金の変動を表す報告書。

貸借対照表に記載される剰余金は、この

変動した後の結果と一致する。

主に前年度の剰余金処分計算書における

処分内容が表示される。

【剰余金処分計算書】
じょうよきんしょぶんけいさんしょ

剰余金をどのように処分したか（使った

か）を明らかにした報告書。

例年、未処分利益剰余金を条例（平成24

年 3月議会で条例化）の規定により減債積

立金に処分している。

【賞与引当金】
しょうよひきあてきん

翌年度6月に支払われる予定の期末・勤

勉手当のうち、当年度負担相当額（4ヵ月

（＝１２月～３月）/６ヵ月）について引き

当てるもの。

【賞与引当金繰入額】
しょうよひきあてきんくりいれがく

賞与引当金の計上のため、費用として計

上するもの。
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【職員給与費】
しょくいんき ゅ う よ ひ

給料、手当等、法定福利費をいう。

（賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰

入額を含む。）

なお、一般会計においては、「職員給与等

費」と表示されている。

【準建設改良企業債】
じゅんけんせつかいりょうきぎょうさい

資本費平準化債のことをいう。

【水洗化率】
す い せ ん か り つ

処理区域内人口に対する水洗化人口の割

合。（令和４年度決算：99.53％）

【水洗便所に係る改造命令等に
す い せ ん べ ん じ ょ か か か い ぞ う め い れ い と う

関する事務に要する経費】
かん じ む よう け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

私道内の排水設備助成金、総係費のうち業

務従事割合分（令和５年度：１７％）など

の1/2 を繰り入れるもの。

【税込処理方式】
ぜいこみ し ょ り ほうしき

消費税の経理処理方法の1つ。

消費税を売上や仕入に含めて経理する方

式であり、税抜処理方式と比べ、事務処理

が簡単というメリットがある。

【税抜処理方式】
ぜいぬき し ょ り ほうしき

消費税の経理処理方法の1つ。

消費税は最終的には消費者が負担するも

のという原則から、売上や仕入から消費税

を完全に切り離し、仮受、仮払勘定で処理

するもの。

春日市下水道事業においては、この「税

抜処理方式」を採用している。

主な理由として次のことが挙げられる。

・消費税は最終的には消費者が負担する

ものであるため、下水道事業における

「費用」ではなく、企業会計上は、短

期的な通過勘定としての性格のもので

ある。

・税抜経理をすることにより、消費税率

の変動に左右されない財務諸表の比較

が可能となる。

なお、税込処理方式、税抜処理方式のい

ずれを採用しても、消費税の納税額に変わ

りはない。

【総係費】
そうがかりひ

事業活動全般に要する経費。

職員給与費、庁舎使用料、電算負担金な

どが計上される。

【その他未処分利益剰余金変動額】
た みしょぶんりえきじょうよきんへんどうがく

当該事業年度の損益計算以外の要因で発

生する利益剰余金の変動額のうち、みなし

償却制度の廃止及び組入資本金制度の廃止

に伴い発生する未処分利益剰余金の額を記

載する欄として、損益計算書様式に追加さ

れた項目。

会計基準見直しにより平成26年度決算

のみ生じたものであり、以降、発生する予

定はない。

【損益勘定留保資金】
そんえきかんじょうりゅうほ し き ん

3条予算における費用のうち、現金の支

出を必要としない費用。

主に、減価償却費（長期前受金戻入を除

く）、固定資産除却費をいう。

【損益計算書】
そんえきけいさんしょ

1営業期間における企業の経営成績を明

らかにする報告書。

1営業期間内に得たすべての収益と、こ

れに対応するすべての費用を記載し、純損
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益とその発生由来を表示している。

バランスシート（Ｂ/Ｓ）（＝賃借対照表）

に対して、Ｐ /Ｌ（ Profit ＆ Loss
プロフィット アンド ロ ス

Statement）と呼ばれる。
ス テ ー ト メ ン ト

た行

【貸借対照表】
たいしゃくたいしょうひょう

年度末における企業の財政状態（財産の

残高）を明らかにする報告書。

年度末において企業が保有するすべての

資産、負債及び資本を総括的に表示してい

る。

左側の「資産」と右側の「負債・資本」

が同額でバランスしているため、バランス

シート（Ｂ/Ｓ）と呼ばれる。

【耐用年数】
たいようねんすう

固定資産の取得価額を費用化する年数を

いい、物理的な寿命を表したものではない。

有形固定資産、無形固定資産の耐用年数

は、地方公営企業法施行規則別表第2号、

第3号にそれぞれ規定されている。

【単式簿記】
たんしき ぼ き

1 つの経済活動について、「現金の減少

（変動）」という一つの側面（＝単式）のみ

を記録する方法。

（例）100万円で物品を購入した場合、現

金が100万円減少する。

【地方公営企業職員に係る児童
ち ほ う こ う え い き ぎ ょ うしょくいん か か じ ど う

手当に要する経費】
て あ て よう け い ひ

一般会計繰入金の1つで、 児童手当法

に規定する児童手当の給付に要する経費の

一部（3歳未満は 15分の 8、3歳以上中

学校終了前は全額）に繰出すための経費。

【地方公営企業法】
ち ほ う こうえいきぎょうほう

地方自治法、地方財政法、地方公務員法

の特別法として位置づけられる法律。

地方公営企業法に定めがない場合、これ

らの法律が適用される。

【地方公共団体金融機構】
ち ほ う こうきょうだんたいきんゆう き こ う

（旧公営企業金融公庫）

地方債計画に計上された公的資金として

貸付を行う。地方公共団体に対して長期か

つ低利の資金を融通し、資本市場からの資

金調達に関して支援を実施することで、地

方団体の財政の健全な運営及び住民の福祉

の増進に寄与するものである。

【地方債】
ち ほ う さ い

地方公共団体が資金調達のために国など

から借り入れる長期借入金で、その償還が

1会計年度を超えて行われるもの。

【注記】
ちゅうき

財務諸表を作成するに当たり採用した会

計処理の基準及び手続を表示したもの。

【長期前受金】（＝繰延収益）
ちょうきまえうけきん くりのべしゅうえき

負債のうち、減価償却を行うべき固定資

産の取得または改良に充てるための補助金

等の財源をいう。

固定負債・流動負債が、後日、他人に対

して支払うべき金銭債務のことをいうのに

対し、繰延収益は、補助金等により取得又

は改良した固定資産の減価償却等を行う際

に、償却見合い分を順次収益化し、損益計

算書に計上することにより、減価償却費を

どのような財源で賄ったかを明確にしてい

くためのものであり、会計上の負債に過ぎ

ないものである。
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【長期前受金戻入】
ちょうきまえうけきんれいにゅう

減価償却費のうち、長期前受金を財源と

して取得した部分を収益化したもの。

現金収入はなく、会計上、収益として処

理したものに過ぎない。

【帳簿価額】
ちょうぼ か が く

資産の取得価額から減価償却累計額を差

し引いた額。

【直接法】（キャッシュ・フロー計算書）
ちょくせつほう けいさんしょ

キャッシュ・フロー計算書の作成方法の

1つ。

営業収入、人件費に係る支出など主要な

取引ごとにキャッシュ・フローを表示する

方法。

【直接法】（減価償却費）
ちょくせつほう げんかしょうきゃくひ

無形固定資産における減価償却費の計上

方法。

費用として借方に計上した減価償却費と

同じ金額を貸方に計上し、無形固定資産を

直接減額する。

【手当等】
て あ て とう

予算上、地方自治法に規定する手当（扶

養手当、地域手当など）ではない「児童手

当」を含むため、手当「等」とされる。

【定額法】
ていがくほう

減価償却の方法の1つ。毎年一定額の減

価償却費を算出する方法。

有形固定資産については「定額法」また

は「定率法」により、無形固定資産につい

ては「定額法」により、減価償却費を計上

する。

春日市下水道事業が所有する償却資産に

ついては、すべて「定額法」により減価償

却費を計上している。

【定率法】
ていりつほう

減価償却の方法の1つ。毎年、帳簿価額

に対し、一定の割合（率）で減価償却費を

算出する方法。

帳簿価額は毎年減少していくため、減価

償却費も年々減少していく。

【特定収入】
とくていしゅうにゅう

仮払消費税によって仮受消費税を減額す

ることが適切ではない場合の、その不課税

収入のこと。

具体的には、国庫補助金や一般会計繰入

金などを課税仕入（工事請負費や修繕費な

ど）に充てた場合のその補助金や繰入金の

ことをいう。

【特別損失】
とくべつそんしつ

事業の通常の経営に伴うものでなく、災

害損失等のため、臨時かつ巨額の支出が必

要とされるものや、その発生の事実が過去

の年度に属すると考えられるもの。

【特別の地方債】
とくべつ ち ほ う さ い

国庫補助金の分割交付制度に伴い許可さ

れた地方債。交付決定を受けた5か年分の

補助金相当額のうち、初年度に交付を受け

る5分の1の補助金を除いた、後年度分5

分の4相当額を初年度に発行し、これにか

かる利子相当額については別途、国庫補助

金が交付された。（昭和50年度創設、平成

17年度廃止）
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【特別利益】
とくべつ り え き

経常的な損益計算に算入されないもの。

流域下水道維持管理負担金の剰余金返還

金などが該当。

＜参考:流域下水道維持管理負担金剰余金返還金＞

（単位：円）

な行

【内部留保資金】
な い ぶ りゅうほ し き ん

企業内に留保してある資金で、補填財源

として使用される。

は行

【発生主義】
はっせい し ゅ ぎ

現金の収支のみならず、物品、役務等経

済価値の変動を伴うあらゆる事実について

経済活動の発生の時点で整理・記録しよう

とするもの。

地方公営企業法第20条において、「地方

公営企業においては、その経営成績を明ら

かにするため、すべての費用及び収益を、

その発生の事実に基づいて計上し…」とし、

また、「その財政状態を明らかにするため、

すべての資産、資本及び負債の増減及び異

動を、その発生の事実に基づき整理しなけ

ればならない。」と、発生主義の採用を明示

している。

これに対して、現金のみに着目し、現金

の移動のあった時点でその事実を収入・支

出に区分して計上する経理の考え方を現金

平成25年度 57,656,783

令和元年度 139,304,373

令和２年度 80,218,832

令和３年度 53,229,579

令和4年度 25,199,478

主義という。

【引当金】
ひきあてきん

将来の特定の費用又は損失であって、そ

の発生が当該事業年度以前の事業に起因し、

発生の可能性が高く、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる金額をいう。

春日市では引当金として、貸倒引当金、

賞与引当金、法定福利費引当金を計上して

いる。

【複式簿記】
ふくしき ぼ き

1つの経済活動について、「物品の増加」

と「現金の減少」という2つの側面（＝複

式）から捉えて記録し、企業の経営成績や

財政状況を正しく把握しようとする方法。

（例）100万円で物品を購入した場合、物

品が増加するかわりに現金が減少する。

【不明水】
ふ め い すい

本来、汚水のみを処理する処理場に流入

する雨水や地下水のこと。

管の継手や破損部分からの流入、雨水管

の誤接続などが原因とされる。

【不明水の処理に要する経費】
ふ め い すい し ょ り よう け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

計画汚水量を定めるときに見込んだ地下

浸入割合である 15％を超える不明水が生

じた場合に、その超える不明水の処理に要

する維持管理費に相当する額を繰り入れる

もの。

【分流式下水道】
ぶんりゅうしきげすいどう

汚水と雨水とを別々の管渠に集めて排除

する下水道。春日市はすべて分流式下水道

である。

公共用水域の水質保全の効果が高く、合
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流式に比べ公的な便益がより大きく認めら

れる一方、建設コストでは汚水・雨水別々

の管を整備する必要があるため、合流式に

比べ割高となる。

【分流式下水道等に要する経費】
ぶんりゅうしきげすいどうとう よう け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

分流式下水道に要する資本費のうち、そ

の経営に伴う収入（＝下水道使用料）をも

って充てることができないと認められるも

のに相当する額を一般会計から繰り入れる

もの。

経営に伴う収入（＝下水道使用料）をも

って充てることができないと認められるも

のとは、適正な使用料を徴収してもなお使

用料で回収することが困難であるものをい

い、適正な使用料を徴収することなく安易

に一般会計からの繰出しを行わないことと

される。

（イメージ図）

【包括的民間委託】
ほうかつてきみんかんいたく

民間事業者の創意工夫やノウハウの活用

により、効率的・効果的に運営できるよう、

複数の業務や施設を包括的に委託すること。

【法定福利費引当金】
ほうてい ふ く り ひ ひきあてきん

翌年度6月に支払われる予定の期末・勤

勉手当に係る法定福利費のうち、当年度負

担相当額（4ヵ月（＝１２月～３月）/６ヵ

月）について引き当てるもの。

【法定福利費引当金繰入額】
ほうてい ふ く り ひ ひきあてきんくりいれがく

分流

経費

↓ ↓
②事業

報酬
①維持管理費 ③資本費

下水道使用料

（経営に伴う収入）

↓

法定福利費引当金の計上のため、費用と

して計上するもの。

【法適（法適用）】
ほうてき ほうてきよう

地方公営企業法の全部又は一部（財務規

定）を適用していることをいう。

春日市下水道事業は、平成元年4月から

一部適用している。

【法非適（法非適用）】
ほ う ひ て き ほ う ひ て き よう

地方公営企業法を適用していない事業を

いう。地方自治法第209条第2項に定め

る特別会計となる。

【補填財源】
ほ て ん ざいげん

4条予算における不足額を賄うもの。

消費税資本的収支調整額、減債積立金、

損益勘定留保資金（減価償却費、固定資産

除却費）で構成される。

ま行

【未収金】
みしゅうきん

債権は発生しているが、その収入が終わ

っていないもの。

決算（年度末）における未収金は主に下

水道使用料の第6期分、国庫補助金などで

構成される。

【みなし償 却制度】
しょうきゃくせ い ど

固定資産を取得するために交付された補

助金や負担金などを引いた金額を当該資産

の帳簿価額とみなして、減価償却費を計上

する制度。

みなし償却制度においては、補助金相当

額が減価償却されないため、貸借対照表上、

資産価値の実態を適切に表示できないこと、

同制度の採用が各地方公営企業の任意の判
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断によるものであり、地方公営企業間の財

務諸表の比較が困難であることから、会計

基準見直しにより、平成26年度から、み

なし償却制度は廃止された。

【未払金】
みばらいきん

債務は発生しているが、その支払いが終

わっていないもの。

決算（年度末）における未払金は主に年

度末に竣工した工事請負費や修繕費、流域

下水道維持管理負担金の年度精算期、企業

団への賦課徴収委託料の下半期分などで構

成される。

【無形固定資産】
む け い こ て い し さ ん

営業活動の基礎となるような財産的価値

のある法律上又は事実上の権利のこと。

具体的には、水利権、借地権、地上権、

特許権、施設利用権、電話加入権などが含

まれ、有償で取得したものに限り、資産計

上される。

春日市下水道事業においては、福岡県が

管理する流域下水道の施設利用権を所有す

る。

や行

【有収水量】
ゆうしゅうすいりょう

使用料の対象となる水量。

【４条予算】（＝資本的収支）
よんじょう よ さ ん しほんてきしゅうし

将来の経営活動に備えて行う建設改良及

びそれに係る企業債償還金等の支出とその

財源となる収入をいう。

支出の効果が翌事業年度以降に及び、将

来の収益に対応するものである。

地方公営企業法施行規則別表5の予算書

様式第4条に規定されていることから、「4

条予算」という。

ら行

【利益剰余金】
り え き じょうよきん

公営企業の経営活動の結果として生じた

利益。

【流域下水道費】
りゅういきげ す い ど う ひ

流域下水道維持管理負担金が計上される。

【流域下水道の建設に要する
り ゅ う い き げ す い ど う け ん せ つ よ う

経費】
け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

広域的な水質保全を図る観点から、流域

下水道の整備を推進するため、建設改良費

の一部について繰出すもの。

県の流域下水道に対して支出した建設費

負担金の40％とされる。

ただし、平成12年度以降は、当該繰出

しに代えて、臨時的に発行する下水道事業

債の元利償還金に相当する額とする。

（利息分は3条予算、元金分は4条予算）

【流動資産】
りゅうどう し さ ん

現金預金、未収金などのように販売過程

を経ないで容易に現金化されるものであり、

短期負債の償還に充てることができる。

【流動負債】
りゅうどう ふ さ い

負債のうち、事業の通常の取引において

1年内に償還しなければならない短期の債

務。

【臨時財政特例債】
り ん じ ざいせいとくれいさい

国庫補助金の補助率引き下げ（10分の

6→10分の5）による補助金の減額分（10

分の1）を起債したもの。

その元利償還金相当額を交付税措置して

一般会計から繰出すこととされた。
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春日市では、昭和60年度～平成4年度

まで発行しており、償還は令和5年度が最

後となる。

【臨時財政特例債の償還に要す
り ん じ ざ い せ い と く れ い さ い しょうかん よ う

る経費】
け い ひ

一般会計繰入金の1つ。

臨時財政特例債の元利償還金について繰

り入れるもの。

（利息分は3条予算、元金分は4条予算）

【臨時措置】
り ん じ そ ち

流域下水道建設負担金に係る一般会計繰

出基準（ただし書き）に示される臨時的な

措置。

（【流域下水道の建設に要する経費】参照）

わ行

【ワン・イヤー・ルール】

＝1年基準（【1年基準】参照）

14


